
安来市公告

入札公告

一般競争入札を次のとおり実施するので、安来市契約規則 (平成 16年安来市規則
第 58号)第 3条の規定に基づき公告する∩

令和8年 4月 23日

安来市長 田 中 武
:I'
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1 入札に付する事項

2 入札に参加する者に必要な資格
令和 7～ 9年安来市物品の売買等業者有資格者名簿に登載 され、かつ次に掲げる
条件をすべて満たしていること。ただし、共同企業体の参加は認めない。
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方 治法 行 日召不日22 16号 167 の 4

規定に該当しないこと

来市における市税の滞納がないこと

告の日から入札参加申請の提出期限までの間に安来市による

名停止を受けていないこと

物品名
業務用端末一式

(以下 「本件物品」という。 )

業務の種類 物品購入

物
品
概

要

ノー トパソコン

搬入費
HDMIケー ブル
JUST OffiCe 6

85ギ卦

85テヽ

85本
85テヽ

詳細については、別紙仕様書にて

確認すること。

履行場所 安来市役所伯太庁舎

完了期 日 令和9年2月 26日

予定価格 公表 しない

最低制限価格 設定しない

入札保証金 免除する

契約保証金 免除する

支払条件 前金払 征

その他 入札参加者が 1名 の場合は、入札を行わない。

営業所所在地 安来市、松江市に本店又は支店等を有すること。

納品実績等 征



4次の各号のいずれにも該当しない者
(1)破 産法 (平成 16年法律第 75号)第 18条又は第 19条の
規定に基づく破産の申立てがなされている者
(2)民 事再生法 (平成 11年法律第 225号 )第 21条の規定に
基づく再生手続の申立てがなされている者
(3)会 社更生法 (平成 14年法律第 154号 )第 17条の規定に
基づく更生手続の申立てがなされている者
(4)役 員等 (個人、若しくは法人である場合にはその役員又はそ
の支店若 しくは常時契約を締結する事務所の代表者をい う。
以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の
防止等に関する法律 (平成 3年法律第 77号。以下 「暴対
法」 という。)第 2条第 6号に規定する暴力団員 (以下 「暴
力団員 |と いう∩)である者
(5)暴 紺法第 2条第 2号に規定する暴力団 (以下「暴力団」とい
う∩)又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

(6)役 員等が自己、自社若しくは第二者の不正の利益を図る目的
又は第二者に損害を加える目的をもつて、暴力団又は暴力団
員を利用するなどしている者

(7)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給 し、又
は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維
持、渾営に協力し、若 しくは関与 している者
(8)役 員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関
係を有 している者
5入札に参加 しようとする他者 との間に次に掲げるいずれかの関
係がないこと
)親 会社と子会社の関係
)親 会社を同じくする子会社同士の関係
)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている関係
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3 競争参加資格の確認等
入札参加を希望する者は、次のとお り必要な書類を提出すること。

提出書類 競争参加資格確認申請書 1部

提出先 安来市財政課

提出期限 令和8年 5月 25日  午後 3時まで (必着 )

提出方法
持参又はFAX(0854-23-3152)に よる
※郵送及び宅配は認めない

提出書類の

入手方法
島根県電子入札共同利用システム (PPI)か らのダウンロー ド

確認審査 提出期限ののち速やかに行い、FAXに より結果を通知する。

競争参加資格
がないと認め
た者に対する
説明

競争参加資格がないと認められた者は、市に対して理由の説明を
求めることができる。この場合において、競争参加資格の結果を
受け取つた日の翌日から起算して 5日 (土曜 日、日曜 日及び国民
の祝 日を除く。)以内に競争参加資格がないとされた理由を書面
により説明を求めるものとする。



参力日資格の取
り消 し

確認審査後、次のいずれかに該当する場合、参加資格を取り消す。

(1)入 札執行の時点までに入札参加に必要な資格を喪失した者
(2)入 札執行の時点までに安来市による指名停止を受けた者
(3)入 札執行の時点までに法令違反等が報道等により明らかであ
り契約の相手方として不適当であると認められる者

4 設計図書等の閲覧、質問及び回答
設計図書等の閲覧、質問及び回答については次のとおりとする。

5 同等品確認
同等品確認については次のとお りとする。

6 入本L日 日寺と入本L会場
入札 日時と入札会場については次のとおりとする。

入本L日 日寺 令和8年 5月 28日  10時 00分

入札会場 安来庁舎2階201会議室

7 入札方法等
入札方法等は次のとお りとする。

閲覧方法 島根県電子入札共同利用システム (PPI)に 掲載する。

設計図書等の

送付
行わない。

閲覧場所での

閲覧期間
公告の日から。

設計図書等ヘ

の質問方法

設計図書等に関する質問のある者は、書面にて財政課へ持参又は
FAXに て提出すること。※郵送及び宅配は認めない。

提出期限 令和8年5月 13日  午後 3時まで (必着)

回答
原則 として提出期限の翌々開庁 日までに島根県電子入札共同利用
システム (PPI)に 掲載する。

同等品か否か
の確認方法

同等品の承認を受けようとする場合は、同等品確認票とその性能

価値等がわかる資料 (カ タログ、仕様書等)を含め、財政課へ持
参又はFAXに て提出すること。※郵送及び宅配は認めない。

提出期限 令和8年 5月 18日  午後 3時まで (必着 )

回答 原則として提出日の翌日までに、FAXに て回答する。

入札回数等
1入札回数は 3回 とする。
2電報、郵送及びインターネットを使用 した入札は認めない。

入札金額の記
載方法等

1消費税及び地方消費税を除いた額を記載すること。
2仕様書等に特別に定めのある場合を除き、 1円未満の金額は記
載 しないこと∩
3-度 提出した入札書の書換え、引替え又は撤回は認めない。
4入札金額の錯誤は認めない。

代理人による
入札

1代理人をもつて入札する場合には、委任状を持参すること。
2入札者又はその代理人は、入札に際し、同一物品について同時
にイ計Jの代 理 人に メFる ● ル tiでき た い ^



入札の辞退

1入札を辞退するときは、入札執行前に辞退届を提出すること。
入札執行中に辞退する場合は入札書に 「辞退」と記入 して入札
執行者に操出することn
2 入ホ|′狩舌草‐根司―るこルに止り不禾II驀 升号 tす るこμ ti潅いハ

8 入札の無効と失格要件
入札の無効と失格要件は次のとお りとする。

9 落札者の決定方法
落札者の決定方法は次のとお りとする。

10 その他
その他については次のとお りとする。

入札の無効 1入札に関する条件に違反した入札
2明 らかに談合その他不正な行為によつてされたと認められる入札
3同一人が本件物品について 2通以上の入札をした場合のそのい
ずれ {)の入札
4金額の記載のない入札書による入札
5金額等を訂正した場合において、訂正印のない入札書による入札
6入札書の物品名、納品場所、商号若 しくは名称、住所又は代表
者名のいずれかが記載されず、若 しくは記載に誤 りがあり、又
は入札者 (代理人をもって入札する場合は、その代理人)の押
印のオた`い入ホL書による入ホL
7誤字、脱宇等により煮思表示が明確でない入札書による入札

失格要件 1入札執行において遅参又は欠席 した者
2代理人をもつて入札する場合において、委任状に不備がある者
3最低制限価格を設定した入札において最低制限価格を下回る価
格の入札をした者
4入札執行の時点までに安来市による指名停止を受けた者
5本件物件の競争参加資格確認において虚偽の申請をした者

落本L者の決定
方法

予定価格 と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入
札をした者を落ホL者 とするn

同じ最低価格
をもつて入札
した者が 2人
以上ある場合

直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定する。この場合に
おいて当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに

代えて当該入札事務に関係ない職員にくじを引かせるものとす
る。

落札者の決定

後、契約を締
結 しない場合

1落札者決定から契約締結までの間に落札者が入札参加に必要な
資格を喪失 した場合
2落札者決定から契約締結までの間に落札者が契約保証金を納付
しない場合
3落札者決定から契約締結までの間に落札者が安来市により指名
停 I卜 歩呼 t十 汁場 合

費用負担 入札書の作成等一切の費用は入札参加者の負担とする。

落札者を決定 した場合は、入札結果等に関する書類を閲覧に供す
る ^

入本L結果等の
公表

発注担当部署 安来市
電 話
FAX

情 報 管理課  情報 管理係
0854-23-3350
0854-23-3384

担当部署 安来 市財 政課  入札契約係
電  話  0854-23-30
FAX 0854-23-31
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